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情報通信審議会 情報通信技術分科会 

技術戦略委員会（第４３回） 
 

１ 開催日時 令和６年１月１９日（金） １０時００分～１２時０３分 

 

２ 場所 ウェブ開催 

 

３ 出席者 

①構成員 

相田 仁（主査）、森川 博之、上條 由紀子、増田 悦子、飯塚 留美、 

今井 哲朗、大柴 小枝子、長内 厚、川添 雄彦、児玉 俊介、小西 聡、 

新田 隆夫、平田 貞代、宮崎 早苗、宮田 修次、山田 昭雄 

 

②オブザーバー 

新 博行（ＮＴＴドコモ） 

吉野 絵美（一般社団法人情報通信技術委員会） 

上村 治（ソフトバンク） 

 

③総務省 

（国際戦略局） 

 田原 康生（国際戦略局長） 

 豊嶋 基暢（官房審議官） 

 井幡 晃三（国際戦略課長） 

 川野 真稔（技術政策課長） 

 清重 典宏（技術政策課革新的情報通信技術開発推進室長） 

 田中 隆浩（技術政策課統括補佐） 

中越 一彰（通信規格課長） 

 影井 敬義（通信規格課標準化戦略室長） 

 嶋田 信哉（国際展開課長） 
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（総合通信基盤局） 

 増子 喬紀（移動通信課新世代移動通信システム推進室長） 

 

４ 議題 

（１）これまでの会合の主な意見 

（２）関係者ヒアリング・事務局説明 

   ・一般財団法人マルチメディア振興センター シニア・リサーチディレクター 

    飯塚 留美様 

   ・事務局（国際戦略局通信規格課標準化戦略室・総合通信基盤局移動通信課新世代移

動通信システム推進室） 

   ・ソフトバンク株式会社 渉外本部副本部長 上村 治様 

   ・前ＩＴＵ－Ｒ Ｓｔｕｄｙ Ｇｒｏｕｐ ５ 副議長（株式会社ＮＴＴドコモ） 

    新 博行様 

   ・一般社団法人情報通信技術委員会 企画戦略部長 吉野 絵美様 

（３）その他 

 

開  会 

 

○相田主査  それでは、皆様、本日もお忙しいところをお集まりいただきまして、ありが

とうございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから情報通信審議会技術戦略委員会の第４３回会合

を開催させていただきます。 

 本日の委員会もウェブ会議でございますので、事務局より、その補足説明をまずお願い

いたします。 

○事務局  事務局です。まず、会議の円滑な進行のため構成員及びオブザーバーの皆様に

おかれましては、御発言の際に画面上の挙手ボタンを押していただきまして、御発言希望

の旨を表明いただければと存じます。また、お名前を冒頭に言及していただき、可能であ

ればビデオをオンにしていただきますようにお願いいたします。また、御発言のとき以外

はマイクとビデオはミュートにしていただきますようにお願いします。音声が不調の場

合はチャット機能を御利用いただきますようにお願いします。また、ウェブ会議上に資料
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投影を行いますけども、表示が遅れることもございますので、事前送付いたしました資料

もお手元で併せて御覧ください。 

 事務局からは以上でございます。 

○相田主査  ありがとうございました。 

 続きまして、本日の配付資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○事務局  本日の配付資料につきましては、議事次第に記載されておりますように、資料

４３－１から４３－６までの計６点となってございます。 

 以上です。 

 

議  事 

（１）これまでの会合の主な意見 

 

○相田主査  資料につきまして、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、早速議事に入りたいと思いますけれども、本日の議題、現在画面に示されて

いるとおりでございますけれども、まず、議題の（１）といたしまして、これまでの会合

の主な意見につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局  事務局でございます。 

 資料４３－１をお願いいたします。 

 これまでの会合の主な意見ということで、第４１回におけるＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ソフト

バンク、楽天モバイルの４社のヒアリングにおける主な意見を事務局においてまとめま

したので、簡単に御紹介いたします。 

 おめくりいただきまして、１ページ目、まず、（１）５Ｇネットワークの取組状況等に

つきまして、ＮＴＴよりユーザー体感の改善に向けた取組として、基地局地点と鉄道動線

での対策を組み合わせた集中対策などを早期に実現。また、基地局配置の投資を拡大との

御説明がございました。また、ＫＤＤＩより、今後通信はどこでも使えることが当たり前

の世界となり、通信インフラは競争から協調の時代に移っていくとの想定。また、ＮＴＴ

と同様に生活動線に沿ったエリア強化を推進との御説明がありました。また、ソフトバン

クより、スタンドアローン構成へシフトし、５Ｇならではのサービスを都心部から順次拡

大。また、プライベート５Ｇサービスについての御説明がございました。また、楽天モバ

イルより、基地局数２万局以上展開、また、スタンドアローン構想についても検討との御
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説明がございました。 

 また、５Ｇの現状に関する見方として、ＫＤＤＩより、５Ｇは当初期待が非常に大きか

ったこともあり新たなサービスの創出に向けてギャップがあるとの御認識。また、ソフト

バンクより、現状の５Ｇについては、ＬＴＥとの違いを顧客が実感できていないとの御認

識と、ＳＡ化やＢｔｏＣｔｏＣの形で産業利用が進むとの期待について御説明がありま

した。 

 次のページをおめくりください。 

 （２）Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇに関する展望等につきまして、まず、通信ネットワーク全般

についての御説明として、ＮＴＴより、現在のＧＡＦＡ等が支配する数の論理の時代から

価値の論理の時代に転換するとの見方。その様々な価値の受皿となるインフラとしてＢ

ｅｙｏｎｄ ５Ｇを構築する必要があるとの御意見がありました。また、ＡＩについて光

接続で複数を連携させることで、民主的なＡＩのコミュニティーを実現できる可能性。ま

た、ＡＩを活用した周波数等のリソース最適化やゼロタッチオペレーションについて御

意見をいただきました。続いてＫＤＤＩより、ネットワークは１度に更改することが難し

く、業界全体として徐々に６Ｇにマイグレーションできる、オープンかつ標準的なアーキ

テクチャの仕組化が必要との御意見。また、各社の強みを持ち寄ってエコシステムを構築

する必要性について御意見をいただきました。続いて、ソフトバンクより、Ｓｏｃｉｅｔ

ｙ５.０の社会基盤としてネットワーク技術とＡＩ等の新しいデジタル技術を融合した

社会実装が重要との意見をいただきました。また、楽天モバイルより、オール光を含めた

オープンネットワークの構築の必要性について御意見をいただきました。 

 また、通信ネットワークの消費電力削減について、各社より、各社の目標とともにオー

ル光ネットワークあるいはソフトウエアやハードウェアの様々な領域で総合的な電力効

率化の取組が必要との御説明をいただきました。 

 ページ、次をおめくりください。 

 続いて（３）Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇに関する取組の現状や方向性です。ＮＴＴより、社会

実装を意識した研究開発マーケティング本部の新設、ＩＯＷＮ推進室の設置、また、ＮＴ

Ｔイノベーティブデバイス社の設立などの取組の御説明。また、ＩＯＷＮでは、各プレー

ヤーが担う得意分野を組み合わせる形で業界横断的に進め、その中で日本企業が継続的

に役割を果たして活躍できる場をつくっていくということが重要との御意見がありまし

た。続いて、ＫＤＤＩよりも、オール光ネットワークの研究開発の取組の御説明。また、
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ソフトバンクより、ＩＯＷＮと共通したコンセプトを持つALL Optical Networkの全国展

開をはじめとする取組の御説明、また、本日後ほど詳細御説明いただきますけども、ＨＡ

ＰＳ等の推進について御説明がありました。 

 次のページをおめくりください。 

 続いて（４）研究開発関係でございます。まず、基金事業については、各社より継続的

な支援について御要望がありました。また、中段、共通基盤技術につきましても、各社よ

り様々なプレーヤーを巻き込む重要性、また、国の支援による後押しや業界横断的なルー

ル整備の必要性について御意見がありました。その他といたしまして、ＮＴＴより、大学

の中でＢｅｙｏｎｄ ５Ｇを研究テーマとする研究者がどんどん増えることを期待。Ｎ

ＴＴとしても共同研究できればありがたいとの御意見。また、長内委員より、研究開発事

業の連携に関連しまして、経営学研究者のリソースを産業界で積極的に活用するととも

に、国においても日本の経営学スキルを実務に生かす仕組みを検討できないかとの御意

見がありました。 

 続いて、ページめくりまして、（５）国際標準化関係でございます。ＮＴＴよりIOWN G

lobal Forumなどのデファクトスタンダードづくりを最終的にデジュールに持っていく

ことが重要で、産業界とＩＴＵ－Ｔの連携強化も含め、政府の支援を要望する御意見。ま

た、ＫＤＤＩ、楽天モバイルより、標準化活動に対する国による支援の必要性に関する御

意見がありました。また、人材育成関係といたしまして、ＮＴＴよりグローバルな人材育

成の重要性や標準化人材のキャリアパスに関する課題についての御意見。また、上條委員

より、技術系の学生にとってキャリアのステップアップの道筋が見えることは、長期的な

観点から、日本の技術や標準化活動の発展につながるとの御意見をいただきました。 

 最後に、おめくりいただきまして、（６）社会実装・海外展開関係でございます。まず、

ＮＴＴより、グローバル展開に向けてIWON Global Promotion Officeの設立や、米英で

のデータセンター間接続実証、また、ＯＲＥＸ等の取組について御説明がありました。ま

た、データセンター間接続について、オール光ネットワークが一番最初に適用される領域

であるものの、ハイパースケーラーが直接接続する事例があり、彼らがＩＯＷＮの技術を

適用する形で普及が進むのではないかとの御説明。また、国家間でのオール光ネットワー

クの接続などの社会実装に向けた国からの支援の必要性について御意見がありました。 

 続きまして、ＯｐｅｎＲＡＮについて、ＮＴＴより、海外展開に向けた支援の拡充、展

開先での規制緩和等に関する支援要望。また、楽天モバイルより、Japan OTICに対する継
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続的な支援等について御要望がありました。また、ソフトバンクより、次世代社会インフ

ラを実現するために非常に幅広い技術領域に取り組む必要があり、個社ではやりきれな

い世界となる中で、仲間づくりをグローバルに行うことが重要。そうした取組がグローバ

ル人材育成につながるとの御意見をいただきました。 

 駆け足でしたけども、事務局からは以上でございます。 

○相田主査  ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に関しまして、どう

も私の意見が正しく伝わっていないとか、その他御質問、御意見等ございましたら、先ほ

ど事務局からございましたように、挙手ボタンを押していただけますでしょうか。あるい

は、それが難しいようでしたら直接マイクをオンにして声かけいただいても結構でござ

います。よろしゅうございますでしょうか。 

 この資料は、後に、この委員会の報告書をまとめていただくときに活用させていただき

たいと思いますので、お気づきの点等ございましたら、後ほどでも事務局まで御連絡いた

だければというふうに思います。 

 

（２）関係者ヒアリング・事務局説明 

 

○相田主査  それでは、次の議事の２に進めさせていただきたいと思います。 

 議事の２は、関係者ヒアリング・事務局説明でございますけれども、ヒアリング、事務

局説明のテーマとしては大きく２つございまして、まず１つ目といたしまして、まず、Ｂ

ｅｙｏｎｄ ５Ｇの諸外国の動向につきまして、本委員会の専門委員でもおいでになる

一般財団法人マルチメディア振興センターシニア・リサーチディレクターの飯塚様から

プレゼンをいただきます。続きまして、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇを中心とした国際標準化動向

につきまして何件かプレゼンをお願いしているということで、まずは事務局からＷＲＣ

－２３の結果報告を含む国際標準化に関する動向や取組に関する全体像を御説明してい

ただいた上で、ソフトバンク株式会社渉外本部副本部長の上村治様から、ＨＡＰＳを中心

とした国際標準化海外展開の動向について、続きまして、前ITU-R Study Group５副議長

の新博行様から、ＩＴＵ－Ｒ及び３ＧＰＰにおける検討状況について。続きまして、一般

社団法人情報通信技術委員会企画戦略部長の吉野絵美様から、国際標準化人材について、

それぞれプレゼンをいただきます。 

 ということで、まず、諸外国動向についてプレゼンいただいた後に質疑応答の時間を設
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けさせていただき、その後、標準化動向についてプレゼンいただいた後、まとめて質疑全

体の時間を設けさせていただきたいと思います。 

 それでは、まず初めに、飯塚専門員からプレゼンをいただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○飯塚構成員  よろしくお願いいたします。 

 資料を共有いたします。少々お待ちください。 

 本日は、このような内容で発表をさせていただきます。 

 ２ページを御覧ください。 

 諸外国では、５Ｇの周波数割当ての際に、免許条件として５Ｇのカバレッジが通信事業

者に課せられておりますけれども、カバレッジの指標には、人口、国土、それから道路、

鉄道、河川といった交通路、５Ｇ基地局の数などがありまして、国の政策や周波数帯域に

よって適切な指標が採用されています。 

 特徴的な点は欧州なんですけれども、参考資料２４ページに記載しておりますが、欧州

では２０１６年に策定されました５Ｇアクションプランに従って、２０２５年までに主

要な道路や鉄道を５ＧでカバーするということがＥＵ加盟国に求められていますが、こ

うしたケースでは、事業者間でインフラを共用するインフラシェアリングが推奨されて

います。こうした５Ｇのインフラ整備というのは、原則事業者間による競争で進められて

おりますけれども、農村部などは採算性の観点から５Ｇの整備が遅れる傾向にあります。

これは、ＦＴＴＨなどの光ファイバーでも同様でして、各国政府は国家ブロードバンド戦

略の一環としてインフラ整備資金を確保しまして、光ファイバーと５Ｇを組み合わせて

農村部に対しても整備を進め、国全体としてブロードバンドの整備を進めています。 

 ３ページを御覧ください。 

 ５Ｇの基地局の数は、ＥＵの資料から引用したものになります。５Ｇの基地局の整備で

は、中国や韓国が先行しておりまして、これらの国にＥＵは遅れをとってはならないとい

う警鐘が鳴らされています。また、注釈の（５）に記載をしておりますが、５Ｇの基地局

展開には、都市部と農村部で格差があることが分かります。そうした実態を踏まえまして、

各国政府は農村部のインフラ整備に予算を確保しているということが分かるかと思いま

す。 

 ４ページを御覧ください。 

 アメリカについてですけれども、大まかに整理をしますと、無線技術の基礎研究は全米
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科学財団が主導しまして、通信事業者は５Ｇラボを開設し、様々なプレーヤーと協業しな

がら５Ｇエコシステムの拡大に注力をしています。国防総省は、軍事基地を試験サイトと

して提供しまして、５Ｇアプリケーション開発を支援し、それぞれが役割を持って５Ｇを

推進していることが分かります。アメリカは、国としての５Ｇ国家戦略というものは存在

しないんですけれども、国防総省が２０２０年に５Ｇ戦略を発表しまして、５Ｇを地政学

上重要な戦略技術と位置づけて標準化活動にも関与するようになってきているのが特徴

の１つかと思います。 

 ５ページを御覧ください。 

 ヨーロッパは、段階的なアプローチを通じて５Ｇの開発実証が進められてきました。フ

ェーズ１では基礎研究、フェーズ２ではアプリケーション開発、フェーズ３では大規模パ

イロットと段階的に進められてきましたが、６Ｇの研究開発では、これらの各フェーズと

いうのが相互に連携しながら同時並行で進められていくというような方針が示されてい

ます。ヨーロッパの特徴としては、５Ｇ回廊プロジェクト（５Ｇコリドープロジェクト）

というのがあります。５Ｇアクションプランに従って交通網へ５Ｇを整備することによ

りまして、自動運転プロジェクトが国境を越えたプロジェクトとして進められています。

５Ｇ開発実証は各国でも進められておりまして、イギリスやドイツでは、地域課題の解決

や地方の活性化を目的としたユースケースの実証が進められています。 

 ５ページを御覧ください。 

 こちらはＧＳＡのレポートからの引用になります。５Ｇサービスを開始している事業

者は年々増加しておりますけれども、スタンドアローン型の５Ｇネットワークを稼働さ

せている事業者の数は限定的で、その理由は高コストであるということが指摘をされて

います。 

 ７ページを御覧ください。 

 世界のプライベート５Ｇの導入状況について、先ほどと同じＧＳＡのレポートにおき

ましては、プライベート５Ｇのネットワークの導入件数が最も多いのはアメリカで、次い

でドイツ、中国、イギリスと続いています。これらの多くはプライベート用に専用に配分

された周波数が使用されていて、その多くは３ギガ帯のミッドバンドになっています。ま

た、ＥＵの資料によりますと、欧州ではドイツ、フランスがプライベート５Ｇを牽引して

いるということが分かります。 

 ８ページを御覧ください。 
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 イギリスは、プライベート５Ｇに配分された３.８ギガ帯の利用が拡大しています。ア

プリケーションの半分はブロードバンド利用となっていますが、産業用途といたしまし

ては、Dense Airによるコネクテッドカー、イギリス港湾協会によるスマートポート、Ｂ

ＢＣによる中継映像伝送などが特徴的な事例として挙げられています。 

 ９ページを御覧ください。 

 まとめといたしまして、まず、５Ｇ政策動向ですけれども、ＥＵは、ＥＵ加盟国の合意

の下に域内での５Ｇの導入におきまして足並みをそろえるということで、５Ｇアクショ

ンプランに従って各国が５Ｇを展開しているということが分かります。 

 アメリカは政府としての国家戦略はないんですけれども、基礎研究に対してかなりの

予算を確保しています。他方で、国防総省が５Ｇ戦略を打ち出して安全保障の観点からの

関与を強め、民間主導のオープンエコシステムの開発を支援しているというのが特徴か

と思います。 

 続いて、市場につきましてですけれども、アメリカの５Ｇの商用化というのは、ミリ波

を使ったＦＷＡがケーブルブロードバンドの対抗馬として先行した経緯がありました。

コンシューマー向けのモバイル５Ｇは全国展開をしていますけれども、５Ｇ ＳＡのサ

ービス、それからミリ波とＭＥＣの組合せによるサービスの収益化というのは、これから

という状況かと思います。他方で、ＡＷＳ等、ハイパースケーラーによる小規模顧客を対

象としたプライベート５Ｇが形成されているというのが特徴かと思います。 

 ヨーロッパは、研究開発資金を使いまして、交通網への５Ｇ整備に基づいて自動運転を

推進しておりまして、垂直産業向けのアプリケーション開発というものをＥＵ域内で横

展開しているという状況かと思います。 

 プライベート５Ｇは、Ｉｎｄｕｓｔｒｙ４.０を推進するドイツの製造業でのローカル

５Ｇをきっかけにしまして、キャリア、非キャリアの双方による市場開拓が進展していま

す。 

 イギリス、ドイツというのは、地方部に着目しましてプライベート５Ｇを推進、アメリ

カは、軍事基地がプライベート５Ｇの最大の市場となっています。 

 ５Ｇの現状と展望といたしましては、通信事業者は、５Ｇで当初期待されていた産業利

用であるとか新たなビジネスモデルの創出ということについては、政府資金によるユー

スケース開発等の支援はありましたけれども、プライベート５Ｇ含め、いまだ模索中とい

うのが実態かと思います。プライベート５Ｇは、５Ｇ ＳＡの遅れや異業種・他分野との
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連携調整の難しさを背景にしまして、進展に時間を要するのではないかと推測されます。

中国は、５Ｇ基地局を積極的に推進しておりますけれども、世界的には５Ｇ需要低迷等に

よる通信事業者の投資減速が欧州ベンダーの減収を誘発している状況ではないかと思わ

れます。 

 １１ページからは、６Ｇになります。１１ページを御覧ください。 

 ６Ｇの取組というのは、フィンランドが世界に先駆けて２０１８年に開始をしました

が、２０１９年に中国が開始しまして、その後、すぐアメリカが２０２０年に開始をし、

韓国、ＥＵと続いています。ヨーロッパでは、イギリスとドイツが２０２１年より開始し

ていますが、国としての６Ｇ推進体制の構築ではドイツが先行しておりまして、フランス

はこれからという状況かと思います。 

 １２ページを御覧ください。 

 ６Ｇの推進体制について最近取組が始まった国としては、インドが挙げられます。イン

ド政府の２０２３年８月の発表によりますと、５Ｇの基地局の数は３０万を超えており

まして、それを足がかりに６Ｇでの国際的なプレゼンスを高めたいとする意向がうかが

えるかと思います。 

 その他、欧州では、イタリア、スペイン、オランダなどでも６Ｇプロジェクトが開始さ

れています。 

 １３ページを御覧ください。 

 ６Ｇの国際連携の典型事例といたしまして、欧州の６Ｇ ＩＡが提携をした機関を示

したものです。最近の提携先としては、ドイツの６Ｇ Ｐｌａｔｆｏｒｍや台湾のＴＡＩ

ＣＳが挙げられています。 

 １４ページ、１５ページを御覧ください。 

 こちらは、６Ｇを推進する組織が発表しているレポートからユースケースについて抽

出したものになります。想定されるユースケースにつきまして大きな差は見受けられま

せんけれども、例えばインドでは、家畜への医療支援、交通安全の向上など、顕在化して

いる社会課題を解決しようとしている意気込みが伺えます。また、韓国では５Ｇが期待は

ずれとなったことを踏まえて、社会的ニーズを分析評価した上で優先的に取り組む必要

がある６Ｇの有望シナリオというものを提示しています。 

 １６ページを御覧ください。 

 ここからは、各国の６Ｇの研究開発の進展状況になります。 
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 アメリカは、４Ｇまでは民間主導で技術開発が進められてきたところ、国家・経済安全

保障上のリスクから商用技術に対する国防総省の関与が高まりまして、５Ｇ以降では、高

い安全性を担保することで、軍事、民間両用を目的とした産官学連携による次世代開発技

術というのが、米国の大手ハイテク企業も関与しながら進められているのが既定路線に

なりつつあるといえるかと思います。 

 １７ページを御覧ください。 

 ヨーロッパは、６Ｇを通じて、人間に権限が移譲された、エンパワーメントされた、人

間中心の経済社会を実現するということを理念として掲げておりまして、官民共同出資

によって６Ｇ研究開発体制を構築しています。参考資料２６ページに記載をしておりま

すが、研究開発とアプリケーション開発を両輪で進める体制をとっています。また、衛星

コンステレーションの構築では、官民双方が利用できるデュアルユース・アプリケーショ

ン開発が進められているという状況です。 

 １８ページを御覧ください。 

 フィンランドでは、研究開発を担う６Ｇ Ｆｌａｇｓｈｉｐプログラムがオウル大学

主導で進められてきましたけれども、垂直産業分野との協業体制を強化し、エコシステム

の形成を促進するということを目的に、６Ｇ Ｂｒｉｄｇｅが新たに発足をしたところ

です。また、６Ｇの専門知識を有する産官学の研究開発機関が結集しまして、国内外での

６Ｇ推進をするために６Ｇ Ｆｉｎｌａｎｄが組織されました。 

 １９ページを御覧ください。 

 ドイツでは６Ｇプラットフォームが研究開発を主導するという体制が構築されました。

参考資料２９ページに記載しておりますけれども、特徴的な点は、技術に詳しくない人、

また技術の専門ではない学術分野、ユーザーグループ、そういった方々にも６Ｇプラット

フォームに参加をしてもらって、６Ｇのアプリケーション要件の特定に生かすというこ

とが目指されています。また、６Ｇプラットフォームでは、研究ハブのほかに、垂直産業

とレジリエンス、この２つの分野に関するプロジェクトが進められていますけれども、中

小企業、それからスタートアップの参加を支援するということが重要な目的になってい

ます。 

 ２０ページを御覧ください。 

 イギリスでは、ネットワーク機器サプライヤーの多様化を踏まえまして、基礎研究、試

験ラボ、ＯｐｅｎＲＡＮというものをパッケージ化した研究開発資金が供与されてきま
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した。その後、２０２３年４月に英国無線インフラ戦略が発表されまして、６Ｇ戦略の策

定に着手し６Ｇ投資が開始されたところです。一方で、衛星コンステレーションへの５Ｇ

統合に向けたプロジェクトですとか、ドローンスーパーハイウェイ建設が進行中です。こ

のドローンスーパーハイウェイプロジェクトには、通信事業者、ＢＴも参加しておりまし

て、プロジェクトの成果を踏まえて、ＢＴはイギリスで初となるドローンＳＩＭの商用サ

ービスを昨年１０月に開始したところです。 

 ２１ページを御覧ください。 

 韓国では、ＥＴＲＩが主管組織となって６Ｇの基盤技術の開発プロジェクトが進めら

れていて、現在はフィールド実証が進行中という状況のようです。例えば、３次元空間通

信プロジェクトにおいては、仁川市と協力をしまして、空飛ぶクルマの実証都市建設を行

うということが発表されています。 

 ２２ページを御覧ください。 

 まとめですけれども、目指すべき社会像といたしましては、デジタルトランスフォーメ

ーションによって、データ管理等におけるエンパワーメント、人間に権限を委譲するとい

うことを通じまして、人間中心の経済社会と、デジタル・エクイティを目指すというもの

が掲げられています。それから、ガバナンスについても指摘がありまして、社会的課題の

大きさから、従来の通信事業にとどまらない、ユーザーグループ含む多様なプレーヤーが

関係する業界横断的な複合領域というものを、公共セクター含めて、新たな包括的な市場

として捉える視点が必要であるという点です。そうした状況において、政府、業界、市場、

学術分野、その他利害関係者の新しい役割というものを考えていく必要があるというこ

とが指摘されています。 

 それから、このように６Ｇの新しい技術、それからユースケースに直面した際の社会的

受容に関わる点につきまして、国家的・世界的な調整、コンセンサスを得ていくことが必

要であるということが指摘されています。 

 市場化を見据えた取組といたしましては、産官学が連携して、技術開発とアプリケーシ

ョン開発を両輪で進めていくというのが大きな特徴かと思います。５Ｇが当初の期待に

達しなかったということを踏まえて、社会的なニーズの分析評価を踏まえて、優先的に取

り組むシナリオというものを分析、導出していく必要があるということが指摘されてい

ます。それから、各地域の課題解決に資するような開発実証、フィールド試験においては、

地方自治体の関与というものが必須になってくるという指摘があります。それから、新し
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いビジネス機会を切り開くために必須となるエンド・ツー・エンドのサイバーセキュリテ

ィーとプライバシーサービスの提供、それからネットワークの安全性・信頼性、強靱化と

いうものの確保が必須になってくるということが指摘されています。 

 研究開発の方向性といたしましては、５Ｇの拡張強化とともに、主要産業のユースケー

スを踏まえた技術要件の６Ｇ規格への反映と、それに基づいて特許の取得というものが

大きな目標として掲げられているかと思います。それから、これまでの技術のコミュニテ

ィーだけではなく、技術への関心の低いグループまで、幅広い層の人々に対してリーチを

して、社会的課題解決に貢献するというのが指摘をされているかと思います。それから、

商業利用と、軍事を含む政府利用の両方を対象としたデュアルユース・アプリケーション

開発というものが進んできているかと思います。技術移転、応用研究、実用化を担うこと

が期待されている中小企業、スタートアップの研究開発への参加を支援することが大き

なテーマになっているかと思います。 

 最後、国際連携の強化ですけれども、やはり国家安全保障、経済安全保障、それから技

術的主権という観点から、関係各国との連携を強化するというのは、これはどこも共通し

たテーマになっているかと思います。 

 長くなりましたが、以上なります。 

○相田主査  どうもありがとうございました。それでは、ただいまの飯塚構成員からのプ

レゼンテーションに関しまして、御質問、御意見がございましたら挙手いただければと思

います。いかがでございましょうか。 

○川添構成員  ＮＴＴの川添ですけれども、よろしいですか。 

○相田主査  お願いいたします。 

○川添構成員  ５Ｇ、６Ｇに対して幅広く、さらに詳細に調査していただきまして、本当

にありがとうございます。 

 ５Ｇ、６Ｇそれぞれでちょっと御質問あるんですけども、まず５Ｇの方なんですけども、

この５Ｇは各国によって導入の進捗が違うという背景には、そのバックグラウンドには、

５Ｇだけではなくてモバイルネットワークに対する需要の、マーケットの需要の状況が

ベースなっていると思うんです。例えば日本でいえば、コロナの前と後ではトラフィック

が２から３倍ぐらい増えてきていて、それもテレカンファレンスみたいな映像のコンテ

ンツが異常な勢いで増えてきているがために、ネットワークの中のトラフィックスルー

プットが落ちてきているがために、より帯域の広い５Ｇを入れていかなくちゃいけない
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というような状況、それによって導入の加速が違ってくるんじゃないかなと思うんです

けど、それが、各国によってどのぐらいそういうばらつきとか、あるいは違いがあるかと

いうことがもし分かれば教えていただきたいなというのが、５Ｇに対する御質問です。 

 それから６Ｇについては、先ほど御説明していただいた中で、米国もＢｅｙｏｎｄ ５

Ｇというふうに言っているんだなというのは初めて知ったんですけども、この６Ｇのこ

とをＢｅｙｏｎｄ ５Ｇというふうに呼んでいる国が、日本、アメリカ、ほかにどういう

形であるのかなということが、もし分かればそれも教えていただきたいということと、そ

れから３点目は、今回６Ｇに向けてＮＴＮみたいに進めていくためには、より一層周波数

をいろいろ活用していかなくちゃいけないと思うんですけども、各国でもしそういう動

きがあれば教えていただきたいと思うんですけども、どうしても無線のシステム、これを

使うというところで言うと、通信だけじゃなくて放送のシステムもあると思うんですけ

ども、通信と放送のその辺の垣根といいますか、その辺のさらなる最適化みたいなものを

含めて議論して検討しているような、そういう動きがあればぜひ教えていただきたいな

というふうに思っています。 

 以上、３点、よろしくお願いします。 

○飯塚構成員  ありがとうございます。 

 まず１点目、５Ｇの進捗状況につきましてですけれども、御指摘の点、各国でどのぐら

いのばらつきがあるのかというところについて、きちんとした横並びの整理ができてい

ないんですけれども、例えば、韓国におきましては、５Ｇの導入及び利用が進んでいると

いう状況が一般的に言われているかと思いますが、韓国の場合のいわゆるコンシューマ

ー向けの５Ｇというのは、３.６ギガヘルツ帯でのみの５Ｇになっています。韓国がどう

して５Ｇ展開を進めているのかという背景の１つには、恐らくつながりにくいことです

とか、速度が遅いということがあった際に、利用者のほうから通信事業者のほうに対して

クレームが行くということがかなり頻繁にあるようでして、それに基づいて、通信事業者

は、そういったクレームの出てきた場所に対しては即時に基地局を展開していくという

形で、ネットワークの高度化が利用者様の要求に基づいて迅速に展開されてきていると

いうようなことがあるようです。かつ、そうしたネットワークの速度がどの程度実現され

ているのかという観点につきましても、これは韓国だけではないんですけれども、ヨーロ

ッパ、アメリカもそうなんですけれども、国が主体となってネットワークの速度を実際に

実測して、それを公表して、一般のコンシューマーの方々に情報を提供しているという状
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況があります。それによって、各ユーザーというのは、どこでどういったサービスがどの

ぐらいの速度で使えるのかというところを把握できるようになっています。ばらつきが

出てきている背景というのは、コンシューマーからの要請、あるいは実際にネットワーク

がどのぐらいの速度が出ているのかという国による調査が関係していて、そういったこ

とを踏まえて、どこのネットワークを強化していかなくちゃいけないということで５Ｇ

への移行というものが、一気にではないですけれども、段階的に、かつ迅速に進められて

いるということで、差が出てきているのではないかと考えられます。 

 ６Ｇの名称の呼び方のばらつきなんですけれど、すいません、私もその背景について把

握していなくて、申し訳ありませんが、少なくとも御指摘のとおり、アメリカの国防総省

はＢｅｙｏｎｄ ５Ｇという言葉を使っていて、国防総省のドキュメントの中ではＢｅ

ｙｏｎｄ ５Ｇが使われているかと思います。６Ｇという定義がまだきちんと決まって

いないということがあってのことかなということも想像されますし、それに限定しない

ということでＢｅｙｏｎｄという言い方をしているのではないかと推測されます。すい

ません、きちんとした回答でなくて申し訳ありません。 

 それから、ＮＴＮの動きですけれども、御指摘のとおり、今回ＷＲＣ－２３の中でも、

衛星と携帯のダイレクト通信ですとか、それからＨＡＰＳですとか、そういったネットワ

ーク周波数が利用できるということで配分はされていますけれども、実際にそれを実用

化するときに、各国がどのような制度を設けて商用化を促進しているのかという点では、

まだその実用化に向けた制度整備というのは全体的に見るとこれからではないかなとい

う印象を持っています。その中で、アメリカは、今回の資料には書いてないですけれども、

携帯の周波数を衛星でも利用できるという形で、アメリカでもダイレクト通信が始まっ

ているというふうに認識をしています。他方で、イギリスでは、先ほど御紹介しましたよ

うに、ドローンＳＩＭというものが開始をされています。これを商用化したのは、恐らく

世界的にもかなり先駆的ではないかなと思います。携帯電話の上空利用がイギリスでい

ち早く制度化されまして、ドローンオペレーター無線免許というものが、去年、制度整備

されました。この免許制度を用いてドローンを運用することが可能な商用サービスの開

始が開始されたところですが、これはやはり制度をどうやって整備していくのかという

ところが非常に重要になってくるかと思います。 

 それから、放送と通信の垣根ということで、やはりヨーロッパはＥＵのホライゾン２０

２０の研究開発資金の中でも、垂直産業のプロジェクトの１つとして、通信ネットワーク
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の放送利用というものがプロジェクトの１つの柱として掲げられてきておりまして、こ

の中で、通信事業者、放送事業者、放送機器ベンダーが協力をしまして、５Ｇのプライベ

ート利用、これは先ほどもイギリスの中で御紹介しましたが、中継映像伝送をプライベー

ト５Ｇで使うとか、そういったものへの応用というものが日本に比べるとかなり先んじ

て進んでいるのではないかと思います。 

 こうした取組というものは、ヨーロッパは業界団体として進めるという形を取ってい

ますので、そういった進め方というものを参考にしながら、日本でも通信ネットワークの

放送利用というものを考えていく必要は、御指摘のとおりあるのかもしれないというふ

うに感じています。 

 すいません、長くなりましたが、お答えになっていなかったら申し訳ありません。あり

がとうございます。 

○川添構成員  ありがとうございました。全てカバーされていると思います。 

 最後のポイントだけ、ちょっとだけ補足すると、どちらかというと通信を放送に利用す

るというよりは放送を通信に利用するというか、その周波数の配分も含めて、世界的にそ

ういう動きがあるかどうかというところがもし分かればというふうに思いました。 

 どうもありがとうございました。 

○飯塚構成員  ありがとうございました。 

○相田主査  それでは、続きまして、芝浦工大、平田先生、お願いいたします。 

○平田構成員  御説明ありがとうございました。芝浦工業大学の平田と申します。 

 大がかりな研究や設備が必要ですので、非常に国家挙げての各国の動向が概観でき助

かりました。ありがとうございます。 

 一方で、視点を変えまして、それを使うユーザー側について、私としては転じて疑問も

少し思っているんですけれども、６Ｇ、５Ｇどころか、日本の地域では、例えば起業や首

都圏でやっているビジネスを地方展開するときに、通信の不便によってなかなか展開が

踏み出せないといった声を非常に最近よく聞きまして、というのは、日本でも、例えばＩ

Ｔの中堅どころの企業はかなり地方の市場というところに力を入れているんですけれど

も、そういうネックになっているものの１つに通信があるということを最近よく聞いて

おります。 

 そういうことを鑑みますと、今回の御説明の中で、各国と日本の相違といいますか、例

えば日本では中小企業数が多いですとか、地形として山地が多いですとか、そういった日
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本の特徴を考えますと、特に参考となる取組をされている国はどこなのか、そういう取組

が強調されて説明していただけると非常にありがたいかなと思います。ドイツの今の説

明で、各国の説明の中で、ドイツで少しちらっとレジリエンスとか中小企業支援といった

キーワードが出てきたんですが、いかがでしょうか、この辺り。 

○飯塚構成員  ありがとうございます。 

 中小企業支援ですとか、そういったスタートアップの視点というのは、すいません、ド

イツのところでしか記載をしておりませんけれども、そういった取組というのは、それぞ

れの国において共通しているという理解をしています。 

 韓国におきましても、５Ｇの設備、これについては中小企業の参画というものがかなり

前面に出されている部分がありますので、これは必ずしも大企業だけではなくて、中小企

業の支援をして産業全体を振興させるというのは、どの国も共通しているかと思います。 

 特に、こういった国のお金を使って行うプロジェクトというのは、大企業ではなく、中

小企業、スタートアップを支援するというのが非常に大きな目的の１つになっておりま

して、細かいですけれども、その資金の出し方につきましても、スタートアップは設立さ

れてから何年までの企業であり、収益はどのぐらいであるというようなことを指標とし

まして、ファンディングする割合というものを大企業よりかはかなり優遇するという形

で中小企業の参入を促進しているというのが、これはヨーロッパもそうですし、ほかの国

でも共通しているなというふうに感じています。 

 御指摘の地方において通信が使えない、つながらないというような状況については、日

本だけではなくて、恐らく海外共通した課題であるというふうに理解をしております。そ

れゆえに、各国は、農村部、韓国では農漁村地域というふうに言っておりますけれども、

そういった民間の事業者による競争だけではネットワークの整備が進まないというとこ

ろは、国がお金を確保しまして、ネットワークの整備を進めているのが現状になるかと思

いますので、おおむね２０３０年までには、どこに行っても、ヨーロッパでは１００メガ

は最低つながるようにするということをＥＵ域内では推進しておりますので、２０３０

年までには、ほぼほぼどこの国でも、どんな田舎でも、どこでもいつでもつながるという

状況が実現するんじゃないかというふうに考えています。 

 御指摘のとおり、市場原理に任せて進んでいくという分野、それでもなかなか整備、普

及が進まないというところはどこなのかというところをきちんと把握して、それに対し

てはお金をつける。そのために、先ほども申し上げましたが、国がどこの部分にネットワ
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ークがないのか、つながらない場所があるのかというのをきちんと正確に情報を把握し

て、そういう地域を各地方自治体と連携して特定して、そこにお金を費やしていくという

ところがシステマチックに行われているのではないかというのは、これはヨーロッパを

見ていて非常に重要な点ではないかなというふうに思いました。 

 すいません、お答えになっておりましたでしょうか。 

○平田構成員  ありがとうございます。今後もその点を私も着目していきたいと思いま

す。中小企業だけではなくて、大企業も、どういう最適化が一番よいのかということを日

本の特徴に合わせて考えていきたいと思います。 

 参考になりました。ありがとうございました。 

○飯塚構成員  ありがとうございます。 

○相田主査  ありがとうございました。まだ御質問等あるかと思いますけれども、また後

ほど時間を取ることといたしまして、一旦先に進めさせていただければと思います。 

 続きまして、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇ等の国際標準化に関するプレゼンテーションという

ことで、まずは事務局から資料４３－３につきまして御説明をお願いいたします。 

○影井通信規格課標準化戦略室長 事務局、総務省通信規格課標準化戦略室長の影井です。 

 資料４３－３に沿って、こちらのテーマで総務省から御説明さしあげます。 

 １ページ御覧いただきまして、本日の説明については、この３つの項目に分けておりま

して、１のＢｅｙｏｎｄ ５Ｇの標準化の動向と、それから３の標準化の戦略的推進に向

けた人材育成等の観点、これを私のほうから御紹介し、２の世界無線通信会議の直近の会

議報告に関して、担当している移動通信課の増子室長から説明をさしあげます。 

 ２ページでございます。 

 Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇに関しましては、こちらに記載しているようなデジュールフォー

ラムの標準化団体、こうした団体での標準化の検討・作業がこれから本格化する見込みで

ございまして、各国の主要な企業が注力していくということが想定されます。 

 次、３ページですが、研究開発に関しては様々な政府の戦略等に位置づけられているも

のをこの場でも御紹介してまいりましたが、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇの標準化に関しても、政

府の戦略ですとか与党の提言等で取り上げられております。例えば政府の戦略ですと、我

が国の企業が標準化を戦略的に推進する取組を一層強化ですとか行動変容を図るといっ

たこと、また、政府の研究開発事業において企業経営層のコミットメントを求める事業運

営、こういったことが言われておりましたり、また、自民党の提言においても、標準化戦
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略というのが重要にもかかわらず、ルール形成を主導する意識が希薄な状況ですとか、ル

ール形成標準化の経営戦略の中核に据える企業が少ないと。標準化はフォーラム、デファ

クトと広くある中で、デジュールだけではなくてルール形成といった大きな視点で捉え

るといったことですとか、また、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇ含めて大きな市場獲得を狙って、ま

さに政府の支援も含めて大きく強化していく。また、専門人材も質量ともに強化する、こ

ういったことが提言をされております。 

 続いて４ページでございます。 

 こうした中で、標準化に関して情報通信分野では、デジュールではＩＴＵというのが挙

げられて参りますが、ＩＴＵの概略としまして、電気通信分野の標準化を担うＩＴＵ－Ｔ

と、それから無線通信の周波数標準化を担うＩＴＵ－Ｒを中心に標準化活動が行われて

がございます。 

 そして、次の５ページでございますが、このデジュールのＩＴＵ－Ｔに関する体制概要

と、この中での日本役職者ということで、ＩＴＵ－ＴはＷＴＳＡ、それからＴＳＡＧ、各

ＳＧで構成されておりまして、赤字で記載のようなところに日本からの役職者がついて

いると、こういった体制になっているという御紹介です。 

 続いてＩＴＵ－Ｒに関してですが、こちらの体制も同じようにＲＡＧと各ＳＧがあり、

この赤字で記載しているところが日本人の役職者。直近、昨年末にＩＴＵのＲＡで役職者

の承認等が行われておりますので、この青字で記載したところが新たにアップデートさ

れているような情報でございます。 

 続いて７ページが、ＩＴＵ－Ｔにおける提出寄書数の動向を分析したものでございま

して、国別で割合を直近５年間程度で比較をいたしますと、寄書数としてＩＴＵ－Ｔでは

全体減少傾向という中で、米国はじめ多くの国で減少傾向が見られる中、中国は維持傾向

ということで、寄書数の国別割合で見ますと、中国、インドの総体的な影響力が増加して

いるというような状況にございます。 

 次に、８ページが、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇの重点戦略分野ということになっておりますオ

ール光ネットワークに関しては、この下の表にあるような有力な標準化団体、ここにはＩ

ＴＵ－Ｔもございますし、またデファクトに近いフォーラム標準団体での先行的な検討

というものが進み、こういった標準化活動が本格化する見込みでございます。こういった

団体の中での加盟企業ですとか、また、その中でのボードメンバーの企業、また、その中

で日本企業がどういう立ち位置になるかを下線、赤字等でお示しをしております。 
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 次に、９ページがオール光ネットワーク分野でのフォーラム標準団体に着目しまして、

この中での日本の役職者ということで、このような体制、構成、それから役職者が国際的

に配置されている中で、日本勢の方々が赤字で記載しているような形でついています。こ

ういったところのプレゼンスがこれから重要になってくるということでございます。 

 １０ページが、オール光ネットワークに関して、実質的な標準化に向けた主要な企業の

取組の事例を御紹介しております。 

 ＮＴＴが富士通やＮＥＣ等と連携・共同で、例えばインターロップ2023ですとか昨年の

インターネット・ガバナンス・フォーラム（ＩＧＦ）京都の会議等で、オール光ネットワ

ークの低遅延性等を実証するような実証や実機のデモンストレーション、プロモーショ

ンを実施されております。例えば、リモート卓球やロボットアームといったユースケース

の中で、実際に物を見せて動作を見せながら国際的なプレーヤーに対してこういった技

術、それから実装のイメージを紹介しながら標準活動を進めていく取組の一例でござい

ます。 

 次に、１１ページは、３ＧＰＰの体制と日本の役職者の状況でございまして、御案内の

とおり、３ＧＰＰは３Ｇに始まって４Ｇ、５Ｇとか５Ｇアドバンス等、移動通信の標準化

を進展してまいりました。最高意思決定機関であるＰＣＧ、それから具体的な技術仕様化

を行うＴＳＧ ＲＡＮとかＴＳＧ ＳＡといった各ワーキングがこのように構成されて

いる中で、ここも字で日本からの役職者をプロットしております。先ほどのＩＴＵ－Ｒと、

この３ＧＰＰに関しましては、この後に続くプレゼンにおいて具体的な活動内容等をＮ

ＴＴドコモの新様から御発表いただくことになっております。 

 次に、１２ページ、ここからが総務省の政策の動向に入ってまいります。 

 Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇの基金でございますが、社会実装・海外展開に向けて戦略とコミッ

トメントを持った研究開発である社会実装・海外展開志向型戦略的プログラムを重点的

に支援することを本委員会でも御紹介してまいりました。 

 このプログラムでは、グローバルな市場獲得や経営・ビジネスの観点というものを強く

意識しまして、標準化戦略を含めた事業面からの評価・モニタリングということを実施す

ることとしております。その実際の評価軸ですとかモニタリングのスキームは、こちらに

記載のように、昨年、森川先生に主任を務めていただいております、本委員会の下に設置

された革新的情報通信技術プロジェクトＷＧにおいて取りまとめていただいた内容に沿

って、また、そのＷＧ構成員の方々にお力添えいただいて進めている状況でございます。 
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 １３ページですが、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇの基金事業がスタートしそのプロセスの中で、

こちらにお示ししているのは社会実装・海外展開志向型戦略的プログラムの実際の提案

書の様式おける知財標準化の部分を抜粋したものです。 

 このような詳細な内容になっておりまして、各企業における戦略的な商材の社会実装

や海外展開に向けた標準化戦略をこれまで以上に把握した上での、研究開発支援が、基金

の執行機関あるいは行政としても可能になっているという状況でございます。 

 そして、１４ページですが、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇ基金に関して令和５年度補正予算が新

たに措置をされております。 

 その中で標準化に着目しますと、新たにこの基金の中で標準化活動支援のメニュー新

たに構築したところでございます。下段の文章のところに記載しておりますけれども、Ｂ

ｅｙｏｎｄ ５Ｇに向けては、先ほどの戦略プログラムの趣旨にも鑑みまして、研究開発

を進める企業等における自己投資ですとか事業戦略、経営コミットメントを含めた戦略

と覚悟を持ったプロジェクトを応援していくという政策的な軸を持ちながら、その中で

戦略商材を社会実装・海外展開につなげていく、そこで重要な標準化活動を支援していく

ことが重要ではないかという考え方で、この予算のメニューが組まれてていくことを考

えています。 

 ですので、今般こちらに記載しておりますが、この基金事業での国際標準化支援メニュ

ーをこれから執行していく上で、具体的な運用やその支援の在り方を固めていく必要が

ございますところ、本委員会の下に設置され、実際の基金事業に関して事業名評価を担っ

ていただいている本委員会の下に、革新的情報通信技術プロジェクトＷＧでぜひ御検討

いただいて内容を詰めていただくことを事務局としてはお願いしたいと考えております。 

その際、本委員会の場となりますと、この支援に関して当事者になり得るような企業様

が、多々入っていただいていることもありまして、この基金の運用に当たってということ

になりますと、これは昨年からも、中立的な体制が必要ということで同ＷＧをつくったと

いう経緯がございますので、利害関係者が入らない形での御検討が望ましいのではない

かと考えております。 

 報告１の御説明は以上でございまして、２に関して、１５ページ以降、増子室長から御

紹介します。 

○増子移動通信課新世代移動通信システム推進室長  引き続き、２ポツのＩＴＵ－Ｒ、Ｗ

ＲＣ－２３の結果につきまして、新世代移動通信システム推進室長の増子から御説明さ
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せていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして、１６ページお願いいたします。 

 後ほど新様からＩＴＵ－Ｒ、３ＧＰＰのＩＭＴの検討状況を御説明いただきますけれ

ども、今回の直近で行われましたＷＲＣ－２３の結果につきまして、増子のほうから御説

明させていただきます。 

 まず、ＷＲＣとは何かというところからですけれども、無線通信に関する国際的な規則

である無線通信規則、ＲＲでは、世界を３つの地域に分けて周波数帯ごとに業務の種別等

を定めており、無線局の技術基準等を決めているものです。この世界無線通信会議、ＷＲ

Ｃは、このＲＲを改定するために行われる会議でございまして、大体三、四年に一度程度

開催されています。前回は２０１９年開催、今回は２０２３年開催、次回は２０２７年の

開催を予定しております。 

 直近のＷＲＣ－２３につきましては、去年の１１月２０日から１２月２５日の約１か

月にわたりドバイで開催されました。ＩＴＵ加盟国１６３か国から３,９００名、日本か

らは代表団として１３０名が参加しておりいます。 

 次のページ、１７ページお願いいたします。 

 ＷＲＣの議論では、当然これは既存システムを適切に保護しながら、かつ新しいシステ

ムを入れていくと、いわゆる攻めと守りの両方の攻防が行われるということになります。

この攻防も大きく２つに分かれており、このＷＲＣ－２３の議題の中での攻防と、あとは

ＷＲＣ－２７以降の議題として何を設定するかといったところの攻防の２つの大きな攻

防がございます。今回のＷＲＣ－２３のほうでは３３の議題が制定されておりまして、そ

の中には我が国から提案したＨＡＰＳ等の議題があります。こちらにつきましては、精力

的に調整されたソフトバンクさんから後ほど詳しく御発表いただきますけれども、そう

いった我が国からの提案も通っているというような状況です。 

 まず、１番目、ＮＴＮ実現のための周波数の確保のところです。ＨＡＰＳにつきまして

は、ソフトバンクさんから後ほど御説明いただくとして、衛星ダイレクト通信の検討では、

携帯電話と衛星の直接通信を利用可能な周波数及びその基準を検討するものとして、Ｗ

ＲＣの将来課題として日本から提案していったものでごす。こちらにつきましては、次期

ＷＲＣ－２７の新議題にするということで合意されています。 

 次に、下段の（２）５Ｇ・Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇに向けた新規周波数の確保のところです。

今回のＷＲＣ－２３におきましては、６ギガヘルツ帯を大地域、欧州・中東・アフリカ地



 -23- 

域等で使うこと、あとは７ギガヘルツ帯を欧州・中東・アフリカ・アジア等の基本的には

グローバルに使うというようなところが議題として設定されていたところです。こちら

につきましては、基本的には各国で使える国、使えない国も少し出てきているところです

けれども、基本的には携帯電話用周波数として新たに分配されたという状況です。 

 また、将来議題といたしましては、４ギガヘルツ帯、あとは７から８ギガヘルツ帯、あ

と１５ギガヘルツ帯につきまして、次期ＷＲＣ－２７の新議題とするということで合意

されたという状況となっております。 

 次、１８ページ目、お願いいたします。 

 （３）ですけれども、これは守りの部分です。日本国内における既存業務保護のための

対応ということで、今回、主なトピックとして３つ挙げさせていただいております。６ギ

ガヘルツ帯の携帯電話用周波数、こちらの議題といたしましては、基本的にアジア地域以

外での利用に関して議題となっていたところなんですけれども、一部アジア地域におい

ても利用の意向を示していた国がありした。ただ、こちらの帯域は、放送事業用の中継回

線や、あと衛星通信等でも我が国で使っているというところですので、近隣国で使われる

と、我が国のこういった地上業務に対して影響の懸念があるということで調整をしたと

ころ、我が国の地上業務に対して影響の大きい国への分配は行わないということになり、

我が国の業務は守られたというところでございます。同様に、１５ギガヘルツ帯につきま

しても、ヘリコプター映像伝送システム、こちらをきちんと保護するような形で合意がで

きたというところ。また、次期のＷＲＣ－２７の新議題に関して、非静止衛星から静止衛

星への保護基準の見直しの提案がありましたけども、こちらにつきましては保護基準の

見直しを行わないということで合意がされたというところです。 

 また、（４）その他我が国の関心議題というところは、基本的には将来課題のところで

す。次期ＷＲＣ－２７の新議題といたしまして、ルナコミュニケーション、月面・月周回

軌道での周波数確保、あるいは宇宙天気予報、宇宙天気センサーのための周波数の確保と

いうところがＷＲＣ－２７、次期のＷＲＣの議題として設定されたというところです。 

 また、将来の議題といたしまして、ＷＲＣ－３１の暫定議題として、ＷＰＴ（無線電力

伝送）の周波数確保、テラヘルツ帯、２７５から３２５ギガヘルツへの周波数分配の拡大、

また、ＶＨＦ等海上無線通信の高度化というところが新議題とすることに成功したとい

う状況です。 

 続いて、残りは参考資料となっておりますけれども、１９ページがＷＲＣ－２３の議題
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の一覧となっています。 

 次の２０ページ目はＷＲＣ－２３の会議構成です。本日プレゼンいただく新様、ＣＯＭ

４、第４委員会の議長を務めていただいたております。 

 引き続きまして、２１ページ目、参考３、ＷＲＣに向けた地域準備会合です。このＷＲ

Ｃに向けて、４年間かけて各地域において準備会合というのが開催されています。ここで

地域共同提案を取りまとめてＷＲＣのほうにインプットしていくというところが行われ

ています。基本的に、ＷＲＣの議論は、コンセンサスベースというふうになっておりまし

て、昨今、利害の絡む難しい案件が多くなっていることから、合意することが大変困難に

なってきているところです。こういったこともあり、ＷＲＣの会議中にリージョナルヘッ

ド間の非公式会合等で落としどころを探っていくというようなところもあります。そう

いった意味では、こういった地域準備会合とかにおいても、例えば役職者、これを獲得し

ていくことの重要性が高まっているという状況にありますので、今回のこのプレゼンに

おきましても、３ポツで人材育成、また後ほどＴＴＣ様からも人材育成についてお話をい

ただきますが、この人材育成とポジション獲得というところの重要性がますます高まっ

ていると、ＷＲＣに参加して感じたところです。 

 ２ポツの説明は以上です。 

○影井通信規格課標準化戦略室長  続いて、３ポツ目、２３ページへお進みください。 

 今度はＩＴＵ－Ｔ標準化会合への参加者の年齢構成ということで、左側の円グラフが

日本からの参加者の年齢構成、それから右側が各国地域における役職者の年齢構成、これ

を最新の状況として調査をいたしました。これは参考情報として載せております。 

 続いて、２４ページが、総務省の政策関連になりますが、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇ新経営戦

略センターです。これは２０２０年の１２月に活動を立ち上げまして３年が経過したと

ころです。もともとこのセンターの活動の趣旨としては、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇで知財標準

化を軸に、日本あるいは日本企業としてのプレゼンスを向上していく、挽回していくとい

うことを目指してスタートしたということです。そのためには、このリード文に書いてお

りますように、企業や組織の経営戦略が重要という考え方の下、実際こちらに記載のセン

ター長、副センター長をヘッドにしまして、運営委員ということで、各企業からも事業部

門ですとか経営層の方々、事業部門に影響力のある方々に入っていただいて進めており

ます。 

 今年度は、主に人材育成、産業連携、それから情報発信等を特に主眼としておりまして、
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右側に記載のように、従来からの活動としては①のリーダーズフォーラムや③の新ビジ

ネス戦略セミナーといったことを取り組んでおり、また、新しい活動として②のＸＧ Ｉ

ｇｎｉｔｅといったことを今年度の主要活動としております。 

 続いて、２５ページは新経営戦略センターの昨年末時点での会員の状況ということで、

御覧のとおりです。 

 ２６ページですが、今年度のリーダーズフォーラムの活動の概要でございます。 

 「リーダーズフォーラムとは」ということはリード文に記載のとおりでございます。昨

年の７月のキックオフ以降、ワークショップ、標準化など様々な勉強会等を重ねまして、

多様なゲストスピーカーからのインプットをいただきながら、各企業・組織から集まって

いただいている若手人材の方々にチームワーク等を実施していただいております。今年

度が３期目となっておりますが、主な特徴としましては、１期、２期は、まだセンターの

運営企業さんからの推薦で人が集まっておりましたが、３期目は会員企業まで広げて幅

広く構成しております。ですので、その結果、ユーザー企業様など多様な組織からリーダ

ー生が入っていただいております。 

 また、チーム数を増やしたり、ファシリテーターも今年度から新しく、齋藤三希子様と

いう方にお願いしているというような状況でございます。こちらの活動については、年度

末にまた成果報告会を行いたいと思っております。 

 ２７ページは、リーダーズフォーラムの第１期、第２期の成果報告の様子でございまし

て、第１期はオンライン中心、第２期はある程度リアルにできた、３期はよりリアルな活

動が今進められております。 

 ２８ページです。 

 新経営戦略センターの今年度からの新しい活動ということで、こちらの趣旨としては、

通信業界や関係者の御尽力で通信インフラというのは機能拡大等進めてきて、生活や社

会経済のインフラになってきたということはございますが、一方で、様々な産業や地域の

課題解決、先ほど５Ｇの需要のお話もございましたが、ビジネス・サービスの創出という

観点で、まだまだ業界全体の課題があるのかなということで、そこではやはり個々の組織

や企業だけではなかなか難しい領域があるではないかという問題意識がございます。こ

のセンターとしては、そこに今回光を当てまして、リーダーズフォーラムというのも３期

まで進んできたことによって卒業生というものが生まれております。その中で、有志の

方々が中心となって、リーダーズで培った知見ですとか、あるいはマインドとか人脈等も
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生かしながら、組織や企業の枠を時に越えて、ＸＧ、世代によらない情報通信とかデジタ

ルを盛り上げていこうと、様々な分野や産業とのつなぎを人の力が起点となって、エンジ

ンとなってやっていくと、こういったことを実現したいということで始めております。ま

だ今年度の秋から始めたところなので、まさにこれからというところでございますが、こ

ういった活動を展開しております。 

 ２９ページは、センターで、これは立ち上げてから３年程度、定期的にずっと継続的に

実施しております新規ビジネス戦略セミナーでございまして、趣旨としては、特にやはり

企業の経営層ですとか事業部の方々に少しでも意識啓発、情報発信になればということ

で、完全に公開かつ無料での参加可能な多様なＢｅｙｏｎｄ ５Ｇに関係する方々のゲ

ストスピーカーの方々からプレゼンをいただいたり、パネルディスカッションを行って

いただいているセミナーでございます。 

 最後のスライド、３０ページが、これは新経営戦略センターの少し前の活動にはなるの

ですが、令和３年度に様々な企業や組織の方々、一般の方々も含めて標準化というものを

もっと身近に分かりよく知っていただきたい、普及啓発を図っていくという観点で、標準

化の取組の重要性ですとかその要素をかみ砕いたようなガイドブックをお作りして公開

し配布をしてきた取組でございます。 

 こうした普及啓発のためのツールもうまく使いながら、今後また必要に応じてアップ

デート、発展も考えているところです。この後、ＴＴＣの吉野様からプレゼンもいただき

ますけども、標準化人材という観点で、様々な課題整理やアンケート等も行っていただい

ており、そういった取組とも連携しながら進めていきたいと思います。 

 事務局からの説明は以上でございます。ありがとうございました。 

○相田主査  ありがとうございました。標準関係につきましては、先ほど申し上げました

ように、プレゼンをまとめていただいてから意見交換したいと思いますけれども、まず、

ただいまの事務局説明の中でもＷＲＣ－２３の結果報告をいただきましたが、特にＨＡ

ＰＳに関する国際標準化動向について、ソフトバンク株式会社の上村様からプレゼンい

ただきたいと思います。上村様、よろしくお願いいたします。 

○上村オブザーバー  上村でございます。それでは、説明をさせていただきます。 

 本日は、ＨＡＰＳの取組状況と国際標準化というタイトルでプレゼンテーションさせ

ていただきます。 

 まず最初のページですけども、ユビキタスネットワーク構想と記載されておりますが、
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今後、地上のネットワーク、これまでメインで活用されていた地上ネットワークだけでは

なくて、非地上系のＮＴＮ、こういったネットワークを統合されたユビキタスネットワー

クが主流になってくるというふうに考えてございます。これは、私どもが考えているだけ

ではなくて、いわゆる６Ｇ、ＩＴＵにおけるフレームワークの勧告においてもこういった

ところがフォーカスされているところでございます。 

 このＮＴＮに関連した、先ほども少しお話出ましたけども、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇ基金の

支援を活用した取組ですけども、この２点、今回挙げさせていただいております。１つ目

は、災害時の応急エリアカバレッジ、これはＮＴＮを活用して、何か災害が発生したとき

にすぐに飛んでいって、カバレッジをリカバリーするというというようなコンセプト。そ

れから右のほうは、通信の高速大容量化ということで、ＨＡＰＳ、ＮＴＮの中でも地上か

らの距離非常に近いと、衛星に比べると非常に近いというところもございますので、一定

レベルの大容量化、これが可能になってくるところでございます。今回、災害時の応急エ

リアカバレッジ、これは日本にとって非常に重要なコンセプトでございまして、日本では、

災害、これは避けては通れないところがございます。災害か発生したときに、すぐに迅速

に飛行機を災害発生場所まで飛ばしてそちらに配備をして、ネットワークを復活させる

と。こういったところが迅速にできれば、７２時間以内とか、そういったところで復活さ

せることができれば非常に有効であるというふうに考えてございます。 

 それ以外に、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇ基金関連の取組としましては、光無線装置であるとか、

ミリ波でのワイヤレス電力伝送、こういったところも弊社は取り組んでいるところでご

ざいます。 

 それから、ＨＡＰＳの海外での取組ということで、弊社、昨年９月になりますが、ルワ

ンダでの実証実験ということで、世界初の成層圏からの５Ｇ通信、こちらに成功してござ

います。それと、右側、ＨＡＰＳ Ａｌｌｉａｎｃｅというふうにございますが、こちら

は業界団体、これを弊社がリードして立ち上げております。世界２１か国から参加を募っ

ておりまして、インダストリーそのものを盛り上げていこうと。こういった新しいソリュ

ーションですと、１社だけで何かできるということでもございませんので、インダストリ

ーそのものを育てていく必要があるというふうに考えてございます。 

 ＨＡＰＳの国際標準化への取組というところですが、標準化というふうに一口に申し

ましてもいろいろございます。この後御説明あるかも分かりませんが、３ＧＰＰ関係、そ

れからＩＴＵの中でもＩＴＵ－Ｒ、ＲＲ、先ほども少しお話ございましたが、ＲＲの改定
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なんかをつかさどるＷＲＣなんかの活動です。それからＩＴＵ－Ｄ、これは途上国向けの

組織でして、途上国向けのガイダンスであるとか、あるいは勧告みたいなものを作成して

いると。いずれの団体でも、ＨＡＰＳ関係の活動は私どもとしても取り組んでいるところ

ということでございます。 

 ＩＴＵ－Ｒについてですが、ＷＲＣ、先般ＷＲＣ－２３、昨年１１月、１２月にござい

ましたが、その４年前にＷＲＣ－１９がエジプトで開催をされております。その際に、今

回のＷＲＣ－２３における議題、当時の新議題になりますが、そのときにＨＡＰＳ関係の

新議題を立ち上げているというところです。主には、このサービスリンク、左側にござい

ますが、実際に地上の端末と通信をする周波数、この周波数をどういったものを使ってい

くかということを新議題として設定をしたと。その後、国際標準化活動として、ＩＴＵ－

Ｒだけではなくて、各地域、地域団体における会議体がございますが、こういったところ

にも足を伸ばしつつ、地域でのポジション、あるいはそれぞれの国でのポジションに影響

を与えていくということをやってまいりました。これに加えまして、それ以外のいろんな

イベントがございますが、こういったイベントにも足を運びまして、ロビー活動であった

り、ＨＡＰＳの重要性であったりというところを訴えてきたところでございます。右側に

ございます日米政策協力対話でございますとかＧ７関係のイベントなんかでは、総務省

殿にも非常に大きな御貢献をいただいているというところでございます。 

 ＷＲＣ－２３開催直前の状況でございます。ポジション、青と赤で記載してございます

が、青いところが、地域としてこの議題に肯定的というポジションを取ったエリア、ある

いは国々でございます。赤いところは、一部の帯域ではありますが、比較的ネガティブな

対応を取っているというところで、旧ソ連エリア、それから中国、イランあるいはキュー

バといったところが反対を唱えていたというところでございます。 

 ＷＲＣ－２３の途中経過でございますが、これはもともとの想定通りではございます

けども、対立構造、この２つのグループでの対立構造が、ＷＲＣは１か月間ございますが、

第３週ぐらいまでこの対立構造が続くという状況でございました。幸いに、第４週目にな

りまして、何とか説得あるいは議論、決着を見まして、ＨＡＰＳの周波数の利用が、この

下のところにございます、ＵＨＦ帯、１.７－２.１ギガヘルツ帯、２.６ギガヘルツ帯に

ついて利用を正式承認というところにこぎ着けてございます。 

 ＮＴＮの標準化、このＲＲの観点でいきますと、上の段、ＷＲＣ－１９からＷＲＣ－２

３、こちら、ＨＡＰＳのほうの国際標準化、ＲＲの改定にこぎ着けたわけですけども、今
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後、先ほど総務省さんからもお話ございましたＷＲＣ－２３において、次のＷＲＣ－２７

での新議題、こちらに衛星ＮＴＮ、Ｄ２Ｄとありますが、ダイレクトtoデバイス、地上の

端末に、スマホに直接通信をすると、そういったところの周波数の活用についての新議題

化をされてございます。こういったところにも、日本としても国際標準化の貢献が非常に

重要になってくるかなというふうに考えてございます。 

 こちら、最後のページになります。 

 特に研究開発、社会実装、それから海外展開、こちらを我が国初という形で実現するた

めには、多方面にわたる継続的な国からのサポート、支援などが必要だというふうに考え

てございます。 

 私どもの説明は以上になります。 

○相田主査  どうもありがとうございました。 

 では、続きまして、前ITU-R Study Group５の副議長の新様からプレゼンいただけると

いうことでございますので、新様、よろしくお願いいたします。 

○新オブザーバー  ドコモの新と申します。 

 本日は、ＩＴＵ－Ｒ及び３ＧＰＰにおけるＢｅｙｏｎｄ ５Ｇの標準化に関する検討

状況ということで御説明させていただきます。 

 本日御説明する内容は、ＩＴＵ－Ｒの状況と３ＧＰＰの状況を簡単に、最後にまとめを

させていただく予定です。 

 まず、ＩＴＵ－Ｒにおける検討状況です。ＩＴＵ－Ｒでは、携帯電話の標準化を第３世

代以降を中心にやってきております。携帯電話システムのことをＩＴＵ－Ｒの中ではＩ

ＭＴ、インターナショナル・モバイル・テレコミュニケーションズという名称で呼んでお

りまして、各世代の携帯電話システムの国際標準化を、対応するＩＴＵ－Ｒの勧告を策定

することで実現してきております。最初にできたのが、ＩＭＴ－２０００というもので、

３Ｇに相当するもので、ＩＭＴアドバンストが４Ｇ、ＩＭＴ－２０２０が５Ｇに相当する

ものでございます。現在、ＩＭＴの検討を所掌するWorking Party 5Dのほうでは、いわゆ

る６Ｇを念頭に置きまして、呼称としてＩＭＴ－２０３０を定義いたしまして、その無線

インターフェースの標準化に向けた検討を開始しようとしているところでございます。 

 こちら、ＩＴＵ－Ｒの検討体制でございますけれども、幾つかの研究委員会、スタディ

グループが設置されております。携帯電話等の検討を地上業務というくくりで、Study G

roup 5という研究委員会の中で検討されておりまして、昨年の１１月まで、私、こちらの
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副議長を務めさせていただいておりました。このスタディグループの下には、エキスパー

トが検討をします作業部会というものがございまして、そちらがワーキングパーティー

と呼ばれていまして、Working Party 5DがＩＭＴの検討を所掌しております。 

 Working Party 5Dにおきますこれまでの検討経緯ですが、２０２２年の６月にIMT for

 2030 and beyondというタイトルでワークショップを開催いたしました。こちらのワー

クショップで６Ｇの検討を行っております各国各地域の標準化団や研究機関等、こちら、

飯塚様のプレゼンテーションでグラフィカルに示されておりましたが、あのような団体

が取組状況をプレゼンいたしました。日本からも、ソフトバンクの福本様や弊社の中村が、

それぞれＨＡＰＳアライアンス、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇ推進コンソーシアムの立場で御発

表いただいております。その後、同じ年の１１月にＩＭＴ－２０３０の無線インターフェ

ースに関する勧告策定に向けたスケジュールを合意しておりまして、次のページで御説

明します。 

 また、幾つか活動が始まっていまして、２０３０年に向けた、及びそれ以降のＩＭＴの

技術トレンドをまとめたレポートや、後ほど詳しく説明しますが、ＩＭＴ－２０３０はこ

ういったものですよというような形でフレームワークとして取りまとめた勧告を発行し

ております。こちらは、勧告策定に向けたスケジュールであり、現在、２０２４年の初頭

ぐらいですが、２０３０年の終わりぐらいにＩＴＵ－Ｒの勧告を策定するようなスケジ

ュールで進めようとしております。 

 先ほど申し上げました、ＩＭＴ－２０３０はこういったものですよということで取り

まとめたものがフレームワーク勧告と呼ばれるものでございまして、ＩＴＵ－ＲのＭ.２

１６０という番号で勧告が発行されております。昨年の１１月に発行されておりまして、

約２０ページのドキュメントになっております。ＩＭＴ－２０３０のトレンドとしてど

ういったものが想定されるか。あとは、利用シナリオ、持つべき能力、今後のことについ

てまとめているような勧告でございます。 

 まず、利用シナリオですけれども、右側に書いてあるものが６Ｇに相当するものですが、

実は５Ｇ ＩＭＴ－２０２０のときにも、同じようにフレームワーク勧告を作成してお

ります。５Ｇのときには、ブロードバンドの高度化です。あとはＩｏＴ機器の接続のよう

な多数接続を想定したもの、あとは、超高信頼・超低遅延の通信ということで、この３軸

で５Ｇの利用シナリオを表しましょうというフレームワーク勧告をつくっておりました。

６Ｇになりますと、それを拡張しまして、ちょうどここの三角形がこちらの５Ｇの三角形
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に相当しますが、それを拡張しますということで、ブロードバンドの高度化、多数接続、

超高信頼・遅延通信はそれぞれ拡張するとともに、あとほかの軸についても加えました、

というイメージになっております。AI and Communication、Ubiquitous Connectivity、

Integrated Sensing and Communicationというような軸を入れております。こういった

ことを実現することによって、CONNECTING THE UNCONNECTED、SECURITY AND RESILIENC

E、UBIQUITOUS INTELLIGENCE、SUSTAINABILITYというようなキーワードが外側に描かれ

ているような立てつけになっております。 

 ＩＭＴ－２０３０が持つべき能力ということで、こちらもまとめております。同じよう

に、５Ｇのときにも、先ほど申し上げた３つのシナリオに対応するような能力、ピークデ

ータレートですとか、User experienced date rate、周波数利用効率、Mobility、Laten

cy、Connection density、Network energy efficiency、Area traffic capacityという

ようなものが定義されておりました。６Ｇについては、このちょうど緑色の部分、ここの

部分をさらに高めていきますよというようなことが描かれているとともに、新たなケイ

パビリティとして、ここに水色で書いてあるような内容が考えられますよというような

形で記載を行っております。 

 こちらの持つべき能力のほうも少し解説させていただきます。特にハイライトしてお

きたいのが、ＩＭＴ－２０３０、２０２０から２０３０に高度化するときですけれども、

幾つかの指標については、具体的な数値目標がこの図の中に書き込まれているんですけ

れども、Peak data rate、User experienced date rate、Spectrum efficiency、Area t

raffic capacityに関する数字については、この図の中には実は描かれておりません。本

文中のほうに若干記載はあるんですけれども、幾つかの数字が例示的に記載されている

ような状況で、あと、ここのノートにも記載があるんですけれども、あくまでこれらは研

究目標としての数値ですよというような形で記載されております。こういった表現方法

にした背景ですが、やはりこういったシンボリックの絵が切り取られて、その中に具体的

な数字が書かれてしまっていますと、実際に６Ｇが商用サービスを開始したときに、ここ

に書いてあるビジョンとかなり違うんじゃないかというようなところで、５Ｇのときに

期待が若干裏切られているというような御説明が前半のプレゼンテーションであったか

と思いますけれども、こういった図が切り取られる懸念もあるということで、このシンボ

リックな絵については、特にキーとなるような技術的指標については数値が描かれなか

ったというような議論の背景もございます。 
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 今後のＩＴＵ－Ｒ勧告策定に向けたスケジュール、やり方ですが、実はＩＴＵ－Ｒが単

体で全ての仕様を作成するということは、形態はとっておりませんで、外部団体と連携し

て仕様をつくっていくというような形になっています。仕様をつくる上で、まずＩＴＵ－

Ｒがすることとしましては、無線インターフェースの各種要求条件ですとか、その評価方

法を規定するということを行っています。こういった要求条件やか評価方法に従って、新

しいシステム、インターフェースを提案していただけませんかということで、外部に提案

を募る形になっています。この外部募集、提案募集に基づきまして、例えば３ＧＰＰのほ

うで具体的な無線インターフェース技術の検討を行いまして、ＩＴＵ－Ｒの方に提案を

いただくと。ＩＴＵ－Ｒのほうにおきましては、提案された無線インターフェース技術が

定めました要求条件、評価方法に従って満たしているかどうかというところをチェック

いたしまして、満たしているという判断が下れば、ＩＴＵ－Ｒ勧告の中にその無線インタ

ーフェース技術を取り込むというような形で進めることになっております。 

 スケジュール的な部分ですけれども、先ほど申し上げたプロセスが記載されておりま

して、前のページにも書きましたが、この要求条件とかを規定するフェーズが２０２６年

ぐらいまで、実際に提案を受け付けるのが２７年から２９年、評価作業を行うのが２８か

ら２９年、勧告策定を行うのが３０年ということで、そちらをマッピングしたのがこちら

の絵になってございます。 

 次のセクションが３ＧＰＰにおける検討状況ということで、３ＧＰＰにつきましては、

既に御案内の部分もあるかと思いますが、１９９８年に設立されて以来、標準仕様の策定

を行うパートナーシッププロジェクトとして活動を行っておりまして、実際に３ＧＰＰ

仕様に基づいたシステムがグローバルに展開されてございます。３ＧＰＰの中ですけれ

ども、各国各地域の標準化団体がオーガナイゼーショナルパートナー、組織パートナーと

いう形で構成しており、各標準化団体に属するそれぞれの個別企業のメンバーが３ＧＰ

Ｐの会合に参加しまして議論を行っているという形になっております。先ほど申し上げ

ましたとおり、３ＧＰＰで仕様化された無線インターフェースに関する仕様はＩＴＵ－

Ｒ勧告に引用されることになりますので、これによってここの幾つかの主要国、地域に入

っていないような、例えばアフリカ地域の国などでも、国際的な標準仕様として参照でき

るような形になってございます。３ＧＰＰの検討体制、こちらは事務局様の資料をお借り

いたしましたけれども、このような体制で検討を行っているということで、具体的な検討

として、直近の状況ですと、まず、３ＧＰＰのほうでは、まだ５Ｇの高度化という観点で
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検討を行っているのがメインでございます。リリース１７までは完成しており、こちらに

ついては、５Ｇの初版の仕様でありますリリース１５を拡張するということで検討が進

められた経緯がございます。直近進めているのがリリース１８で、そろそろ始まろうとし

ているのがリリース１９でございまして、こちらは３ＧＰＰの中では５Ｇアドバンスト

という名前をつけまして、５Ｇよりもさらに高度化した一歩先を進んだ仕様をつくりま

すということで検討を進めております。具体的に検討されている内容、詳細は割愛いたし

ますが、ここに列挙してあるような内容について検討を行っております。 

 ３ＧＰＰにおいて６Ｇに向けてはどうなんだというところなんですけれども、検討の

スケジュールが大まかには示されております。あくまで予定でございますけれども、リリ

ース１９を議論する時期に６Ｇの無線に関する要求条件の検討、リリース２０のフェー

ズ、まだ具体的にいつからいつということは決まっていませんけれども、そのフェーズに

なりますと技術的な検討を進めると。この技術的な検討を進める上に当たって、３ＧＰＰ

も、やはり２５年にはワークショップを開催予定にしております。 

 具体的に６Ｇの初版仕様として完成するのはこの辺りで、リリース２１の形で策定さ

れることが見込まれまして、恐らく、こちらの仕様についてＩＴＵ－Ｒのほうの勧告策定

に含める仕様として提案されることが見込まれてございます。 

 最後に、標準化の人材育成ですとか、そういったところも少し論じられておりますので、

私の経験というか、私が気をつけていることということで御説明させていただきたいと

思います。 

 まず、標準化でのプレゼンスの発揮ですけれども、やはり標準化というのは１人でやる

ものではなくて、その場で参加しているみんなでつくり上げていくものだというふうに

考えていますので、その中でプレゼンスを発揮するという意味では、検討を主導する先頭

集団の中にしっかり入っておくことが重要かなというふうに考えております。入力文書

などを通じて積極的に提案を行っていくこと、こちらも重要なんですけれども、一番重要

なのは、出力文書にいかに自分の考えを反映できるかというところだと思いますので、出

力文書の作成にいかに関与できるようにしておくことかということが重要かと思います。

このプレゼンスの発揮につながるところですけれども、活動に継続的に参加していくに

は、人材の育成ということが必要かなと思います。所属する組織から継続的なサポートを

いただけることは非常にありがたいことで重要だというふうに考えておりますけれども、

裏腹の関係にあると思うんですが、このサポートいただくためには、やはり標準化に参加
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しているもの自らが活動を見える化してサポートをもらえるような形で対応していくと

いうことが重要かなというふうに考えておりまして、私のこれまでの経験ですけれども、

ここに書かせていただいたような内容に気をつけて対応しているという状況でございま

す。 

 私からのプレゼンテーションは以上でございます。御清聴ありがとうございました。 

○相田主査  どうもありがとうございました。 

 では、続きまして、一般社団法人情報通信技術委員会の吉野様からプレゼンをいただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○吉野オブザーバー  よろしくお願いいたします。ＴＴＣの吉野と申します。 

 本日はお時間をいただきまして、ありがとうございます。私からは、国際標準化の戦略

的推進のための標準化人材の育成というタイトルで、ＴＴＣでの人材育成の取組と今後

の方向性について御説明をさせていただきます。 

 まず、背景についてですけれども、こちらはもう皆さん既に御案内のことかと思います。

標準化人材の育成に関する課題は、今に始まったところではなく、しばらく前より、重要

な課題に位置付けられ様々な取り組みがなされているかと思います。先の情報通信審議

会からの中間答申においても、特に国際標準化機関の活動状況に応じて研究開発成果を

適時適切に入力し、戦略的に標準化活動を進めていく必要があるということ、それから、

組織づくりと人材育成を一体的に進めることが必要ということが記載されております。

それも含めて、さらに国際標準化活動の現状ですとか、ＴＴＣの会員企業の皆様からの御

意見等を踏まえまして、ＴＴＣでは、標準化人材の育成を通じた国内全体での標準化活動

の向上を目指して、２０２３年４月に組織横断での時限的な検討会として、Capacity Bu

ilding Advisory Group、ＣＢＡＧを設立いたしました。ＴＴＣはＩＴＵ－Ｔに対応する

国内審議団体、ＳＤＯとなりますけれども、このＣＢＡＧの活動は、ＩＴＵに限らず、Ｔ

ＴＣ会員にも限らない形で、人材育成の取組を行っております。ＴＴＣは、これまでも標

準化テキストの作成や、セミナー開催、大学での講義などを通じて人材育成に取り組んで

まいりましたが、本日は時限的に立ち上げましたＣＢＡＧでの活動を中心に、今の人材育

成の取組について御紹介をさせていただきます。 

 ＣＢＡＧに関して簡単に御説明をさせていただきます。 

 こちらは、２０２３年４月１日から、年度内いっぱい３月３１日までを活動期間として、

現状、国内外で標準化人材・標準化教育がどのようになっているのかという全体像を整理
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することと、そして、その標準化人材が、どのようなスキル・能力を必要とされているの

か、また、その標準化活動の事例を整理するような情報の体系化を進めています。さらに、

標準化活動を活性化させるためのプログラムを含め、今後どういったことを実施してい

くべきなのかを成果物としてまとめることを目標に、有志の方にお集まりをいただいて

おります。構成メンバーは、金沢工業大学の横谷先生をリーダーとして、サブリーダーに

産総研の河合様に入っていただきまして、ＴＴＣ会員内外の企業、大学から、また参加メ

ンバー９名と、オブザーバーとして総務省さん、それから経済産業省さんにも入っていた

だきまして、月に１回の頻度で会合を設けております。徐々に人数も増えてきておりまし

て、今大体１回十数名の参加規模で検討を進めているような状況でございます。 

 このＣＢＡＧへの活動の中で、最初にどういった人材育成の状況になっているのか情

報を集めるため、ＴＴＣ会員企業向けにアンケートを実施しましたので、そのアンケート

結果に関して、この場で御紹介をさせていただきます。対象は、ＴＴＣ会員９７会員にウ

ェブフォームの形で回答を御依頼したもので、回答数は４８会員と約半数になっており

ます。対象はＴＴＣ会員で、会員数も４８会員ということで、これで日本の国際標準化活

動の現状全てをカバーすることも一般化することもできませんが、１つ、こういった状況

という情報としては非常に有益なものが得られたかと思いますので、御紹介をさせてい

ただきます。 

 まず、アンケート会員の標準化活動規模というところを、この右下、３ページの下のと

ころに記載しておりますけれども、１０人未満から１０人から１００人、１００人以上と

いうことで、標準化活動者全体の人数規模はまちまちです。会社規模もまちまちであり、

関与の仕方が様々な企業会員さんに御回答いただいています。 

 参考までに、右下４ページのところにはＴＴＣ会員一覧を記載させていただいており

ます。中心的に活動いただいているのは、標準化活動者が多くいらっしゃる情報通信産業

の企業さんが中心となりますけれども、情報収集という形で入っていただいている企業

さんもまたいらっしゃるというような状況でございます。 

 そういった方々の中に、まず、標準化に期待する効能とその理由ということを御質問し

ております。どういった目的でその標準化活動をしていますかという質問内容になりま

す。最も多かったのは、「自社商品の優位性確保」で、こちらは複数回答可という形にし

ておりますけれども、過半数が期待する効能として挙げたという形になります。一方で、

「生産費用の低下」という回答を挙げた方が最も少なく、標準化活動をしている理由の自
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由記述に関しても、費用への言及というのは少ないという状況でした。これは、ともする

と情報通信産業の特徴で、もしかしたら製造業といったところでは違った回答になるか

もしれません。その標準化に期待する効能を挙げた理由に関しては、情報通信技術におけ

る標準化活動の従来的な部分での相互接続性の担保といったところから、新たなサービ

スやビジネス創出のツールとするといったルールメーキングの要素を挙げられる方など、

非常に多岐にわたりました。非常に標準化に対する期待値は高く、経営・企業戦略にしっ

かりコミットする形で標準化を位置づけているという回答が多く見られたというところ

です。 

 標準化人材の確保方法、それから期待するスキル・知識についてお伺いした結果になり

ます。左側が人材の確保方法です。標準化人材をどのように確保するかということについ

ては、「社内の人材を育成・配置して確保する」が７３％で最も多くなっております。こ

れは、標準化に特化してというよりは、日本企業全体の傾向として、人材を企業自らが育

てて確保するという形で多いためと推測されます。右側に、標準化人材に特にどのような

スキル、知識を期待しますかということで、複数回答可で、これは数を制限せずに御回答

いただきましたところ、「交渉・折衝能力」というのが最も多いという結果になりました。

交渉・折衝能力が最も多くなっておりますけれども、ほかの知識、能力、スキル等に関し

ましても多く挙げている回答が多く、このスキル、知識等を４項目以上答えた回答が７

３％ということで、とにかく多くの知識、スキルが期待されているという様子が見られる

かと思います。それらのスキル、知識を選択された理由というのを、伺った際の回答を抜

粋して御紹介しますと、大きく３つに分かれます。 

 １つ目は、最初の標準化の活動目的のところでもありましたけれども、そういった事業

戦略ですとか知財戦略と結びついた標準化戦略を策定して、実践していくために必要な

スキル、知識ということで、こういったものが必要だと考えているという理由の回答がご

ざいました。 

 それから２つ目の部分は、先ほど新様のところでも、標準化１人では進められないとい

うようなお話ございましたけれども、多様な関係者の中で協調、折衝して物事を進めるた

めには、これらの知識、スキルが必要ということで、挙げられた能力というものがござい

ました。 

 最後に、とにかく標準化人材というのは、多様なスキル、知識というのが必要だという

ことで、多くの知識、スキルにチェックを入れた回答がございました。さらに、最近は国
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際標準化のスコープも広がっていてプレーヤーもどんどん広がっていっているので、さ

らにそのスキル、知識というものが広がっているというような御指摘もございました。 

 また、最後のポツのところに書かせていただいておりますけれども、挙げられたもの全

部必要なスキル、知識になってはいるけれども、１人の人間が全てを持ち合わせることは

あり得ないので、複数名のチームで構成して補完し合うことが現実的かと思われるとい

った御指摘もございました。 

 続いて、標準化の活動体制がどのようになっているかという御質問への回答状況にな

ります。最初に、標準化のトップとして最高標準化責任者というものを設けていますかと

いう質問をしたところ、「設置していない」というのが７１％で最も多く、設置している

企業でも、ほかの役職と兼任をしている企業、会員さんが多く、「専任の役職として設定

している」という会員は８％、４会員と少ない状況ではありました。標準化活動を統括・

指揮する組織・部門というのがありますかという質問に対しては、１８会員が「はい」と

回答されていて、その位置づけ、統括・指揮する組織はどのような位置づけかということ

をお尋ねしたのが、右側の棒グラフの状況になっております。これは、会社規模等にも応

じる形で、様々な形態で設置がされています。本社、持ち株会社、グループの統括として

あるところ、研究開発部門、知財部門、渉外部門といったところに配置されているという

ような回答になっておりました。 

 続いて、標準化活動の事業上の評価方法、標準化人材がどのように評価されているかに

ついての御質問の回答状況になります。標準化活動の評価指標、ＫＰＩが設定されている

かという質問に対しては、「設定されていない」というのが７５％で最も多い状況になっ

ていました。右側に、その標準化活動として、例えば国際会合に参加した際に、その結果

をどのように報告をしていますかという質問に対しては、「活動者の判断で関係者に共有、

報告」をしているというのが最も多い状況になっておりまして、組織立って必ず経営層に

報告が入るとか、そういった様式が決まっている企業、会員さんが少ないというような回

答状況になっております。 

 その中で標準化人材に関しての課題を伺ったのが、こちらの右下１０ページになりま

す。標準化人材に関する課題に関しては、「感じているが、対応予定はない」というのが

４０％で最も多いという状況になっておりました。「感じていない」という御回答いただ

いたのも１２％ということでいらっしゃったのですけれども、こちらは標準化活動人数

規模が１０人以下で、恐らく情報収集というような形で入られている会員さんかと思わ
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れます。一方で、標準化活動人数規模が１００人以上ある会員さんに関しては、全てが「感

じており、対応しようとしている」または「感じており、対応中」という回答になってお

り、この標準化人材に関しては課題があるというような状況になっております。 

 具体的にどういった課題がありますかというのが、その下になります。一番多かったの

が、「人材の固定化・高齢化」の３０件となっております。最初に、総務省さんのほうか

らの年齢構成のグラフの御提示もあったかと思います。ただし、この固定化・高齢化に関

しては、標準化の仕事を長く続けて経験と人脈が重要な場合もあり、人材の固定化が必ず

しも課題とはならないという御指摘もありましたので、２番目に入っております若手が

きちんと育成されているというような状況をつくることと、長く経験するという意味で、

「標準化活動と人事制度との整合」という、その他の次に挙がっているところ、課題に関

しても併せて検討対応していく必要があると認識をしています。 

 それから、その人材に対する課題についてどのように対応しているかについて確認を

したのが、こちらの右下、１１ページの図になります。人材に関する課題への対応は何を

しているかというふうにお尋ねしたところでは、「教育プログラムの整備・拡充」、それか

ら「標準化活動者の交流機会の設定・拡充」といったものが１１件と最も多くて、その次

に、「標準化人材としてのジョブディスクリプション等の整備、人材定義」というのが挙

げられました。これが２つ大きいものとして挙がっているもですけれども、それをどれく

らいやっていますかということで、下の円グラフに、人材定義を作成されていますかとい

うふうにお尋ねしたところでは、「現時点でなく、作成予定もない」というのが７５％と

最も多い状況になっております。ただ、人事部等で定めたものがあるという回答もありま

すし、標準化の活動組織等で独自に定めたものもある、あるいは現時点ではないが作成予

定があるといった回答もあって、こちらの整備状況には、恐らく活動のコミット状態です

とか会員企業さんの規模に応じてばらつきがあるというような状況かと思います。また、

この標準化に関する研修・人材育成状況に関しては、右下の棒グラフになりますけれども、

最も多いのがＯＪＴで、その次も「社外研修の活用支援・推奨」ということで、企業の中

で標準化人材を育成する仕組みというのは、なかなかまだそろってないという状況が見

られます。 

 こういった活動者の評価と活動の動機づけに関してですけれども、活動者の評価方向

に関しては、活動内容の定性評価で評価をしているというのが最も多く、インセンティブ、

動機付けの制度に関しては、それがないというような回答が最も多いという状況になっ
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ております。このアンケートは、冒頭申し上げましたとおり、これで全てが分かるわけで

はございませんし、様々な解釈方法があるかと思います。ただ、こういった標準化活動そ

のものに対する期待値ですとか、標準化人材に期待するスキル、能力の高さに対して、や

はり評価や管理、それから育成環境というのは、整備されているとは言いづらい状況にあ

るのかなというふうに認識しています。そういった標準化人材の育成、評価手法が確立し

てないということが、標準化活動や人材が評価されにくい状況を生んで、それが標準化活

動の動機づけや新たな人材の困難さにつながる、それが固定化・高齢化であるとか、若手

育成の課題を生むといった、負のスパイラルに落ちがちな傾向にあると認識しています。 

 その解決策として、標準化人材に求められるという知識を身につけさせようとしても、

その知識が広範にわたり、かつ変化をし続けているため、全ての企業が、これにキャッチ

アップして人材育成や評価手法を確立していくということは、なかなか難しい状況にあ

るのかと認識をしております。ＴＴＣとしては、国内全体の標準化活動を底上げしていく

ような取組としてどういったことができるかということを考えておりまして、御紹介し

ておりますＣＢＡＧの活動では、次の３点のような考え方で進めております。 

 まず、企業が戦略的に標準化活動を進めていくためには標準化活動を取り巻く環境変

化を組み込んだ標準化人材のスキル等の知識体系の整備が有用だというふうに考えてい

ます。その知識体系を整備した上で、それを利害関係者が上手く活用、参照できるような

フレームワークにしていくということを考えております。 

 最後に、そのフレームワークをつくって知識体系が整備されても、それだけで終わって

しまうと人材は育ちませんので、さらにそのフレームワークを使って、実際の育成、教育

プログラムをつくっていくというところを、利害関係者横断で実施していくことを進め

ていきたいと考えています。具体的に、今このフレームワークを作成していると状況にご

ざいます。 

 そのために、標準化戦略の策定と実行における標準化人材の役割というのを新しく捉

え直しているところです。特に事業戦略と標準化戦略をきちんとつなぎ合わせて、標準化

人材が評価される、標準化活動が企業の事業上のどこに位置づけられているのかが分か

るようにするということが重要かと考えておりますので、標準化人材の複数ある役割を

戦略に紐づけた形で整理し直しています。企業の大きさや組織体制はまちまちだと思い

ますけれども、全体の戦略があって、それを実行するためにブレークダウンをしていくと

いう過程は恐らく一緒だと思いますので、その全体戦略を作る部分、それから戦術を考え
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て、実行するというオペレーションの部分まで、それぞれどのようにその標準化人材が関

わっていくかを対応付けて整理しております。標準化人材の役割を整理した上で、さらに

業務、スキル、知識といった形でブレークダウンして、フレームワークに整理していくと

いうことを考えています。 

 繰り返しとなりますけども、フレームワークをつくることを目標にすると、できるだけ

で終わってしまいますので、そうではなくて、このフレームワークをつくることによって

標準化人材というのはどういう人なのかを説明出来る共通言語をつくり、どういう人を

育てようかとしているのか、企業や、育てようとしている大学や、教育機関、我々地域Ｓ

ＤＯも含めて目標を統合し、実際に標準化人材になろうとしている学習者も合わせて、欲

しい人と育てる人、育つ人・目指す人の間でミスマッチが起きないようにすることを目標

にしています。フレームワークの構成は、ＮＩＳＴのフレームワーク等で使用されている

形を踏襲しまして、役割、業務、スキル、知識の形で整理する形で今進めているところで

す。 

 右下１６ページと１７ページに、参考までに、今こういった形で整理を進めているとい

うところを御紹介させていただいております。 

 御説明以上となります。 

○相田主査  ありがとうございました。大変興味深いプレゼンテーションをいただいた

結果として、残念ながら残り時間がほとんどなくなってしまったのですけれども、まずは、

先ほど資料４３－３の中で、１４ページ目でしょうか、事務局から提案がございました件

でございますけれども、新しい国際標準化活動の支援スキームですか、これに関する具体

的な運用や支援の在り方について、これまでも関連のことを話題にしてきたということ

でございますので、森川先生が主査の革新的情報通信技術プロジェクトワーキンググル

ープのほうで検討していただくということをお願いしたいと思いますけれども、そのよ

うに進めてよろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、主任の森川先生におかれましては、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○森川構成員  承知いたしました。 

○相田主査  よろしくお願いいたします。 

 もう時間が来てしまいましたので、本日のプレゼンテーションに関する御質問あるい

は御意見、あるいは国際標準化全体に関する御質問、御意見等ございましたら、１月２３

日までに事務局までメールでお寄せいただき、それを事務局のほうで取りまとめて御回
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答いただくということで進めさせていただきたいと思いますけれども、せっかくでござ

いますので、ぜひこの場で質問したいという方がございましたら、お残りいただいて少し

時間延長して進めさせていただければというふうに思います。もし御用がおありの方は

御退席いただいて結構でございます。 

 御質問ございます方は、例によって挙手いただければと思いますが、いかがでございま

しょうか。よろしゅうございますか。 

 

（３）その他 

 

○相田主査  それでは、その間に、今後の予定など事務局から連絡事項があれば、まずお

願いしたいと思います。 

○事務局  事務局でございます。 

 次回の予定、１月３０日に開催予定してございまして、Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇの活用に向

けた展望等についてヒアリングを行う予定でございます。詳細は別途御連絡させていた

だきます。 

○相田主査  それでは、質問、御意見等ございませんでしょうか。 

 すいません、進行の不手際で時間がなくなってしまいましたので、先ほど申し上げまし

たように、もし本日のプレゼンに関しまして御質問、御意見あるいは国際標準化に対する、

全体に関する御意見等ございましたら、１月２３日、来週の火曜日までに事務局までお寄

せいただければというふうに思います。 

 それでは、以上をもちまして、第４３回技術戦略委員会を閉会させていただきたいと思

います。 

 本日も、皆様、お忙しい中御出席いただきまして、ありがとうございました。また、進

行の不手際で最後時間が不足いたしまして、申し訳ございませんでした。それでは、失礼

いたします。 

 

（参考）会合後の追加質問 
 

○平田構成員  本日の日本企業の意識調査結果報告では、標準化は重要という認識があ

りながらも、自社製品の標準化の担保や国際動向の把握といった消極的な目的に留まっ
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ていた点が懸念される。 

  資料43-3「Beyond5Gの国際標準化の動向・取組について(事務局)」13pにて説明された、

総務省基金事業の評価項目に国際標準化が設定され審査時に議論されていることは、各

社の標準化の取組を確認する関所として大変有意義である。各社が国際標準化活動を事

業に明示することに功を奏した一方で、各社における経営やビジネスにおける優位性等

に基づく積極的な標準化活動の展開に当たってはまだまだ課題があるように思う。 

  これらのことから、日本企業が国際標準化から経営やビジネスにおける優位性・持続性

を導出する戦略的シナリオを描けるようになることが急がれる。 

  この問題の改善に、同資料14pにて説明された、新たに講じられる「国際標準化活動支

援メニュー」が役立つことを期待する。国際標準化には、技術だけではなく経営やビジネ

スの専門知識や活動が必須である。技術や公共性だけでなく企業の持続的成長のための

戦略として国際標準化が位置づけられるよう、検討と進言を続けたい。 


